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環境中の窒素の流れと地下水の硝酸性窒素汚染 

筑波大学 名誉教授 

田瀬 則雄 

１．はじめに 

窒素（N）は、生命体にとって、炭素（C）、
リン（P）、酸素（O）、そして硫黄（S）と

ともに必須な元素である。窒素は大気圏、

水圏、生物圏での存在量が最も多く、上

記の他の四元素の合計量よりも多い 1)。し

かしその大部分は大気中に窒素ガス（分

子）すなわちＮ2として存在し、その総量

は 3.9×1021g であるが、99％以上の生命

体は利用できず、ほんの一部の細菌類、

根粒菌、藍藻などしか利用できない、い

わゆる「反応性の低い」窒素（nonreactive 
nitrogen）が 99％以上を占めている 2,3)。 

したがって、窒素の循環は、制限され、

生態系を律速してきた。しかし、1913 年

に始まったハーバー・ボッシュ法による

工業的生産によりアンモニアおよびそれ

より派生する窒素化合物、すなわち「反

応性の高い窒素」（reactive nitrogen）が環

境へ大量に放出されるようになり、窒素

の循環は大きく様変わりした。食料生産

の増大など多大な恩恵をもたらしたが、

富栄養化、地下水汚染などの負の影響も

深刻となるとともに、化石燃料の燃焼に

伴う窒素酸化物による大気汚染、酸性雨、

源流域での窒素飽和の顕在化なども、大

きな環境問題となっている（図１）。 

 本論では、窒素の動態を概観しながら、

硝酸性窒素による地下水汚染に関する課

題などについて考えてみたい。 

図１ 環境中での窒素の流れの模式図 

 反応性の高い窒素の主な負荷源として化学肥料、家畜排せつ物、生活排水、産

業排水、燃焼ガスなどがあげられ、それらから各種の環境問題が発生している。
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２．窒素の循環 

（１）窒素の循環推測値

 地球上の窒素の循環については、これ

まで多くの研究者 4,5)により量的に評価さ

れているが、Galloway ほか 6)は 1959 年の

Eriksson から 2013 年の Fowler ほか 7)

までの 9 つの推定を比較している。推測

値には依然として大きな誤差が伴うが、

最新の値 7)では、陸上での窒素固定につい

て、自然界で 58TgN/年、耕地で 60 TgN/

年、また海洋では 140TgN/年となっている

（Tg=1012g=106t（100 万トン））。 

（２）反応性の高い窒素の影響

これに対し、この 50 年で急増している

ハーバー・ボシュ法による人工的な窒素

固定は 120 TgN/年となり、陸上での固定

量と同等で、陸上では反応性の高い窒素

が二倍になったことを意味している。 

一方、脱窒は、陸上で 109 TgN/年、海

洋で 100-280TgN/年となっている。 大量

に環境へもたらされた反応性の高い窒素

は、いろいろな経路(システム)を、窒素

の形態を多様に変化させながら循環し

（図１）、窒素カスケード(nitrogen 

cascade) 2)を形成している。ただし、単に

循環しているのでなく、その量を増やし

ながら循環している加速的循環と表現す

るのが正しいかもしれない。 

地球規模での循環量の詳細については、

Fowler ほか 7)などを参照していただきた

い。また、循環量の増加に伴うひずみは、

海洋での蓄積に来ており、国際的な対応

の必要性が指摘されている。地球の温暖

化が騒がれているが、地球の人為的壊変

として最も大きな影響は今後も続くこの

窒素問題といってよいかもしれない。 

（３）ＥＵの窒素収支 

なお、2011 年に Sutton ほか 8)の編集に

よる「The European Nitrogen Assessment」

（ヨーロッパにおける窒素アセスメント）

が出版され、インターネットでダウンロ

ードできるようになっている。副題とな

っている Source, Effects and Policy 

Perspectives（窒素源、影響と政策的展

望）にあるように、EU を中心に窒素問題

に多面的、総合的にアプローチしており、

参考となる。 

水域への環境影響など現実の問題を考

えるためには、地球規模より狭い国や地

域、流域、あるいは圃場などのレベルで

窒素の収支、流れを把握する必要がある。

たとえば、EUについては、前述したSutton

ほかの報告 8)に詳細に記載されている。 

（４）日本における窒素収支 

日本については、国レベル 9)、県レベル
10)、流域レベル 11)で数多くの調査事例があ

る。圃場レベルではさらに多くの事例 12)

がみられる。この中で、岩手県の事例 10)

は、県、地区、流域、圃場レベルでの窒

素収支が示されている。   

日本の窒素収支については、農業環境

技術研究所 13)が食料生産･消費を通じた

窒素の循環に基づいて、環境への窒素の

流出による水質影響を推定するモデル

(窒素循環モデル)を作成している。この

詳細はShindoほか 14)に英文であるがとり

まとめられている。 

現在、日本の国土への窒素の流入量は

約 200 万トン N/年（2TgN/年）でここ数十

年ほぼ一定である。1980 年代後半が流入

量、流出量のピークで、食料･飼料の輸入、

肥料の投入量が主要であるが、最近は後
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者が減少し、前者が大きな部分を占める

ようになっている。なお、2005 年での作

物･飼料輸入量は 68 万トン N、施肥量は

55 万トン N で、食料消費量は 132 万トン

N である。そして環境(地下水及び河川)

への負荷量は 84 万トン N と見積もられ、

地下水の汚染、河川や湖沼、さらには海

域の富栄養化を引き起こしている。 

以上の収支は、窒素の全体的な流れを

把握することはできるが、時空間的な偏

り、ひずみを見ることはできない。たと

えば、日本全体で家畜排せつ物を考える

と、面積的には堆肥として全量を還元す

ること（その分の化学肥料の削減）が可

能となる算定ができる 15)が、実際には排

せつ物を大量に発生する地域は限られて

おり、輸送等の問題を考えると堆肥とし

て供給可能な地域が限られ、その結果と

して供給量も限られ、何らかの処理が必

要となるという現実がある。 

したがって、どこで、どの程度の環境

影響が発生するのかなどを具体的に考え

るには、集中系での収支も重要であるが、

分布系での窒素の流れ･動態の理解・認識

が必要となるのは言うまでもない。 

３．窒素に関する環境基準 

（１）水質汚濁に関する環境基準 

 ここで、窒素に関係する環境基準を簡

単に整理してみる。なお、定義や数値の

記載には，日本水環境学会編集「日本の

水環境行政改訂版」16)、環境情報センター

の EIC ネット 17)などの情報を利用してい

る。 

 水質汚濁に関する環境基準には、人の

健康を保護するための環境基準（健康項

目）と生活環境の保全に関する環境基準

（生活環境項目）があり、前者は人の健

康の保護のために定められる環境基準で、

全国一律で公共用水域に適用される。生

活環境項目は、生活環境を保全するうえ

で維持することが望ましい基準として設

定された項目で、全窒素および全燐の基

準は、植物性プランクトンの著しい増殖

のおそれのある海域および湖沼について

水域類型を指定して適用される。 

 窒素は健康項目と環境項目の両方に定

められている唯一の物質である。人の健

康を保護するための環境基準（健康項目）

では水道水基準と同じ「硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素」で 10mg/L である。生活環

境の保全に関する環境基準は、湖沼と海

域で定められており、利用目的により類

型化され、最も厳しい自然環境保全に該

当する類型Ⅰでは、全窒素で 0.1mg/L 以

下、最も緩い水産 3 種･工業用水･農業用

水･環境保全を目的とする類型Ⅴでは

1mg/L 以下となっている。なお、公共用水

域でない地下水の環境基準は、同様に「硝

酸性窒素及び亜硝酸性窒素」として

10mg/L が設定されている。 

（２）亜硝酸性窒素の有害性

有害化学物質として、硝酸性窒素は、

胃酸の弱い乳幼児の胃などではその一部

が還元されて、亜硝酸性窒素となる。こ

の亜硝酸性窒素が赤血球のヘモグロビン

を酸化し、メトヘモグロビンに変化する。

このメトヘモグロビンは酸素と結合でき

ず、血液中の酸素が欠乏して、チアノー

ゼ、メトヘモグロビン血症を発症する。

海外では死亡事例などが報告されている

が、日本では発症事例が一例報告 18)され
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ている。また、体内でアミンやアミドと

反応して、発がん性が疑われているニト

ロソアミンを生成することも報告されて

いる。一方、生活環境項目では、窒素は

富栄養化を促進する栄養塩とみなされて

いる。上述のように窒素は本来不足する

元素であり、湖沼の基準では 1mg/L 以下

であるが、近年源流域では窒素飽和 19)と

呼ばれる渓流水濃度が 1mg/L 以上の状況

が出現し始めている。 

（３）健康項目と環境項目の基準値

以上のように、窒素は有害物質である

と同時に、栄養塩ともみなされていて、

それぞれの視点からのみそれらの基準値

が設定されている。健康項目と環境項目

の基準値には、10～100 倍の違いがある。

さらに、公共水域への排水基準（120mg/L）

は環境での希釈効果を考慮してほぼ10倍

に設定されているので、1000 倍の違いが

出ることになる。1000 倍の濃度差は、環

境中のシームレスな窒素の循環（カスケ

ード）の中では調和的でなく、悪影響が

出ることは避けられない。整合的に決め

られるべきコンセプトなり政策が必要で

あろう。

４．窒素循環における地下水の役割 

（１）地下水の役割 

 地下水汚染を取り上げる前に、窒素循

環における地下水、地下水帯の役割を考

えてみる。 

 地下水は、地表にもたらされた降水が

最終的に海域へ流出するまでのプロセス

において、地下･地中での水の流動、貯留、

そして水質の変質に関与する水体である。

地下水は溶脱した窒素の運搬者であり、

貯留の場でもある。地下水は容量が大き

く、滞留時間も長く、汚染されると窒素

の貯留庫となり、汚染濃度は他の水体に

対し高い状態となる。生物の生存場でも

あり、地質条件なども関係して反応場に

なっている。水体での反応は、硝化と脱

窒が中心となるが、地下水帯内では好気

的、あるいは嫌気的条件が形成され、急

激な反応が起こるホットスポット 20)が見

られる。とくに、地下水は河川、湖沼、

湿地、海域などの水体と相互に水および

物質の交換を行っている境界域で、この

ホットスポットが形成されることが多く、

自然の浄化機能が働く場である。 

 水循環系を閉じた系と考えられる流域

単位でとらえることが重要であると言わ

れているが、それは水の流れを連続体と

して認識する必要性からである。すなわ

ち、河川、湖沼、地下水、海域が相互に

直接的・間接的に連結 21)し、水そして物

質を下流(水理ポテンシャルの低い方) 

へ輸送していく。その間に窒素の形態変

化が周辺環境に応じて生起する。 

（２）硝酸性窒素の変化

 硝酸イオン（NO3

-

）は、一般に酸化的、

好気的条件下の水中では、保存性物質と

して安定である。浅層地下水あるいは不

圧地下水は、通常は好気的で、窒素は硝

酸イオンの形態で存在し、水とともに移

動する。しかし、還元的、嫌気的な条件

下では、有機物(炭素)や硫化物などを電

子供与体として、脱窒菌による脱窒によ

り N2（一部は N2O） へ変化する。日本の

場合、有機物を電子供与体とする反応が

多いが、北米やヨーロッパでは硫化物で

ある場合も多い 22,23)。 
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５．地下水汚染の実態と対策 

（１）これまでの経緯

硝酸性･亜硝酸性窒素による地下水汚

染問題は必ずしも新しい問題ではなく、

すでに1960年代にはかなりの地域で深刻

な状況になっていたものと推測される。

たとえば、1969 年に行われた茨城県の調

査 24)では、全 6,525 地点のうち、36.4％

が水道水基準値を超過していた。また、

1982 年に行われた環境庁の全国実態調査
25でも都市域を中心とした全1,083地点の

10.7％が超過していた。このような背景

の中、茶や果樹・野菜栽培地帯で、また

畜産や養豚地域で、急激な濃度上昇が顕

在化し、大きな問題となり、社会的にも

大きな関心を持たれるようになった。筆

者はこれまでにいくつかのレビュー26,27,28)

をしているので、実態、特徴などはそち

らを参照していただきたい。 

（２）汚染の実態 

硝酸性窒素による地下水汚染は全国的

なスケールで発生しており、汚染原因と

して窒素肥料の溶脱、家畜排せつ物およ

び生活排水の不適切な処理が主要なもの

としてあげられている 29)。まさに、窒素

循環，収支変化の弊害として発生してい

る（図１）。 

表１ 環境省の概況調査
29)
による硝酸性窒素による地下水汚染の超過率の経年変化 

表１は環境省が取りまとめている全国

概況調査 30)の 19年間の結果を集計したも

のである。硝酸性窒素が環境基準に設定

された1999年（平成11年）前後は大体6％

前後の超過率で推移しており、最近は 3％

後半となっている。全期間の平均は 5.0％

である。また都道府県別のデータが掲載

されている平成12～24年度の累計の超過

率の状況を図２に、農林水産省の耕地面

積当たりの家畜排せつ物発生量分布 15)

を図３に示したが、環境省が掲載してい

る市町村別の汚染状況（最近の 5 年間の

超過数）の分布図 31)や、さらには Shindo

ほかの窒素収支モデルより8km×8kmメッ

シュで推定した河川水の全窒素濃度の分

布図 14) （河川水の推定であるが、地下水

についても同じ収支結果の配分なので、

状況は同じとの私信）を参照・比較する

と汚染の状況をよりよく理解できる。 

都道府県全体での値なので、同県内で

も集中している地域がある場合など数値

として現れないこともある。概況調査は

都道府県(市町村)により調査方法、調査

数などは異なるので、現状を必ずしも反

映していないところもあるが、超過率の

高い都道府県は、それぞれの状況を反映

している。首都圏の畑地面積が広く、野

菜など集約農業が行われている、また畜

産業も盛んであるなど、汚染源となるよ

うな活動が盛んな群馬、茨城、千葉、埼

平成　年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計

調査数(本) 1,685 1,945 1,918 2,654 3,897 3,374 4,167 4,017 4,207 4,288 4,260 4,122 4,193 4,232 3,830 3,895 3,361 3,238 3,240 66,523

超過数(本) 47 98 94 173 244 173 253 231 247 280 235 174 179 172 167 149 144 117 117 3,294

超過率(％) 2.8 5 4.9 6.5 6.3 5.1 6.1 5.8 5.9 6.5 5.5 4.2 4.3 4.1 4.4 3.8 4.3 3.6 3.6 5.0

（注）平成６年度から10年度までは要監視項目として行われた測定結果をまとめたもので、
　　　超過数は現在の環境基準値を超過した数である。
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玉は高い超過率である。果樹栽培、茶栽

培、あるいは畜産業などが盛んな地域を

含む府県は概して高い。しかし、静岡県、

宮崎県、鹿児島県などは他のデータから

想定されるより低い結果となっている。

九州の県が低い理由の一つとして、降水

量が多いこと、逆に香川県が高いのは降

水量が非常に少ないことも水系汚染の場

合では挙げられる 32)。 

（３）汚染源対策 

 汚染源の同定・判別は、汚染源対策や

修復に不可欠であるが、係争でなければ、

必ずしも明確に汚染源の位置や汚染原因

者を示す必要はないと筆者は考えている。

これまでの各種の調査研究により、窒素

肥料の溶脱、家畜排せつ物の不適切な処 

図２ 概況調査に見る都道府県別の地下水の硝酸性窒素の超過率 

（環境省の「地下水質測定結果」平成 12～24 年度のデータ
30)
より筆者作成） 
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図３ 耕地面積あたりの家畜排せつ物発生量（農林水産省のデータ
15)
より筆者作成） 

理、生活排水の不適切な処理が主なる汚

染源となることが明らかになっているの

で、汚染原因の判定は、周辺の土地利用

状況と履歴、汚染地下水の水質組成の特

徴、窒素（硫黄）などの安定同位体の値
33)などを検討することにより、かなりの確

度で 3 つの主要汚染源の状況を判断・判

別できると考えられる。そして多くの場

合、汚染原因者は単独でないこと、汚染

行為が面的であることが多い。畑作地域

では、複数の農家や農業法人が同様な生

産活動を行っている。畜産についても、

多くの畜産農家や企業が集積し、畑地還

元なども周辺で行っており、地域として

対応しなければ解決、あるいは改善でき

ない状況がある。 

硝酸性窒素による地下水汚染において

の基本対策は未然防止、汚濁負荷源の削

減であり、施肥基準の見直しや遵守、野

積みや素掘りの禁止、高度処理合併浄化

槽の導入・転換などが、産官学民一体と

なり、かなり推進されてきている。ただ
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し、後述する負の遺産があること、土壌・

地下水を介するため対策と効果の時間差

が大きいこと、施肥基準を遵守しても溶

脱を完全に止めることはできないという

現実など、改善が急激に現れないかもし

れないが、地道な努力が求められる。長

年総合的な対策を行ない、成果を出して

いる岐阜県各務ヶ原市での事例 34)はこの

ことを示している。しかし、地下水の硝

酸性窒素濃度を基準値以下にすれば、他

の水域への影響がなくなるとは言いがた

く、窒素汚染問題の難しい点を認識する

必要がある。 

（４）地下水の浄化処理技術

 汚染した地下水を浄化・修復すること

は可能であろうか？これまで環境省 35)な

どが支援してきたプロジェクトで、いく

つかの浄化技術が提案・試験されてきた。

ほとんどの技術は水処理技術としては評

価できるが、汚染した地下水を浄化する

技術としては十分でないと筆者には思わ

れる。すなわち、環境要素として面的に

広がっている地下水汚染をいかに浄化す

るかという視点が足りないと思われる。

コストなども含め、点的な浄化でなく、

面的(立体的)な浄化技術を確立する必要

があるからである。一部は，資金の都合

から面的試験ができないという事情もあ

るが，少なくとも 100ｍ幅くらいの領域で

浄化ができるようなコンセプトで検討さ

れることを期待したい。 

 窒素の浄化は、生物化学的に硝酸イオ

ンを窒素ガスへ変換する脱窒であるか、

硝酸イオン（アンモニウムイオン）を植

物に吸収してもらい，除去（収穫・伐採）

するかである。前述のように地下水帯に

は、還元的な粘土層が存在すること、地

下水の流出域、他の水域との境界域など

は還元的な条件が成立することが多く、

脱窒により硝酸イオンがほぼ完全に消失

することもある 36)。いわゆる地形連鎖、

あるいは土地利用-地形連鎖（畑地である

台地と谷地である湿地・水田の組み合わ

せ）は、地形・地質を利用して、水と窒

素の流れをうまく制御するシステムであ

る。ただし、これは自然条件なので、ど

こにでもあるのでなく、偏在しているの

で、その場やゾーンを特定する必要があ

る。また、当然ながらそれを移動したり、

簡単に創造することは基本的にできない。

しかし、汚染地下水を創造した（人工）

湿地や水田へ導水し、浄化を進めている

事例はある。 

植生による浄化（bioremediation）は，

湖沼の沿岸帯や湿地で、ヨシや水草を利

用して、窒素を吸収し、収穫・除去する

などで行われているが、地下水について

は、深根性の樹木を利用して、毛管水縁

付近の汚染地下水を吸収させるなどが検

討されている。樹木を利用する最大の利

点は安価にできることであるが、汚染地

域の下流側に樹木帯をつくる土地が必要

である。樹種としては成長が早く、深根

性のユーカリは筆者らの調査では有望で

ある 37)。 

６．地下水汚染に関わる課題 

 今後、地下水汚染を改善していくため

に，次の３つの課題は，検討あるいは解

決しておかなくてはならないと考えてい

る。 

（１）土壌中での窒素の蓄積
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一つ目は、土壌中の窒素の蓄積、すな

わち溶脱につながる窒素の土壌中での蓄

積を定量的に評価することが、時間スケ

ールを導入して防止対策などを実効的に

行うために必要である。農学関係の分野

では、作土層など表層１ｍ深くらいまで

の窒素収支の調査研究 12)が数多くなされ

ているが、数ｍ以深の地下水面までの蓄

積量を評価した例は少ない。筆者らが調

査した埼玉県入間市の茶畑の例 38)では、

表層より 12ｍのローム層に 1,000kg/10a

の硝酸性窒素が蓄積していた。茶畑での

地下水の溶脱量は 36kg/10a であり、土壌

中には30年分あまりの窒素量が蓄積して

いることになる。ちなみに、17 年間無施

肥であった同地区の栗林は、蓄積量が

110kg/10a、溶脱量は1.1kg/10aであった。

このように長年の農業活動などの結果は，

土壌中あるいは地下水質に履歴として残

っており、単に施肥量を削減するだけで

は、短期間で改善を期待することができ

ないケースもある。全国的なレベルでの

実態の把握が必要であり、いずれ必要と

なる窒素の土壌環境基準の設定のための

基礎情報にもなると考えられる。 

（２）家畜排せつ物

二つ目は負の遺産としての素掘り処理

跡の除去である。「家畜排せつ物の管理の

適正化及び利用の促進に関する法律」(家

畜排せつ物法)が成立する1999年以前は、

家畜排せつ物発生量の 10％が、野積み･

素掘りなどで不適切に処理され、法律施

行後は大きく改善され、一定規模以上の

施設では、適切に処理されるようになっ

た 31)。 

しかし、これまでに行われた素掘り跡

は基本的に存続しており、素掘りが流域

の硝酸性窒素濃度に大きな影響を与えて

いること 39)、また筆者らの調査 40)のよう

に小さな素掘りでも使用埋設後20年を経

ても大きな汚染源となっていることを考

えると何らかの対策を行う必要がある。

農林水産省 31)によると、1999 年時点で約

900 万トンの家畜排せつ物が野積み･素掘

りで処理されていたとのことであるので、

その半分が素掘りとしても、それまでの

数千万トンが依然として地中に蓄積して

いることになり、大いなる負の遺産であ

る。小規模な素掘り跡については、埋設

物の掘削除去が最も効果的で、経済的で

あると筆者は考えている。できれば、掘

削したものを廃棄物として処理をするの

でなく、堆肥として利用できれば、処理

も容易になる。 

（３）浄化槽

負の遺産はもう一つあり、浄化槽であ

る。浄化槽は、下水道未整備地区のトイ

レの水洗化を促進するため導入された。

し尿のみを処理する単独浄化槽は BOD 処

理を目的にしており、窒素やリンの処理

は想定されていなかった。単独浄化槽は

2001 年 4 月 1 日以降は新設が禁止され、

既設単独浄化槽の合併浄化槽への転換の

努力が求められている。 

現在(平成 24年度末)でも 450万基あま

りの単独浄化槽が存在し 41)、1 基の使用人

数を 1.4 人、窒素排出原単位 9g/人/日と

すると、年間約 2 万トンの窒素が依然と

して環境へ負荷されていることになる。

ただし、旧型の合併浄化槽も窒素につい

てはほとんど浄化できないこと、単独浄

化槽を利用している家庭は、家庭雑排水
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も垂れ流しにしていると考えると、年間

約 5 万トンの窒素が依然として環境へ負

荷していることとなる。地下水汚染に対

しては、相対的にその寄与は少ないと考

えられるが、宮古島 44)など特殊な条件下

では、主要な汚染源となる可能性がある。

浄化槽の排水は公共水域へ排出されるこ

とが多く、河川や湖沼の富栄養化などに

寄与している可能性は否定できないと思

われる。 

（４）地下深層

三つ目の課題と考えられるのは汚染メ

カニズム、特に深層への汚染経路の問題

である。窒素の汚染源は基本的に地表あ

るいは地表近くの地中であるので、浅層

の不圧地下水が汚染される。しかし、実

際には 100m に達するような深井戸、被圧

地下水にも汚染が見つかることがある。 

図４に示すように深層への経路として

は、地表付近で溶脱した硝酸イオンが地

下水の流れに沿って深層まで輸送される

(a)、あるいは難透水層が不連続でその隙

間を経由して透過浸透する(b)などが、自

然の状況で想定される経路である。この

場合、汚染の範囲はある程度広がってい

ることが考えられる。ただし、硝酸イオ

ンが深層で酸化還元状態の変化に伴い変

質を受ける可能性があるので、高濃度の

硝酸イオンがそのまま深層へ到達するか

は十分な検討が必要である。 

他方、自然の経路以外に考えられるの

は、井戸を介しての拡散である。その一

つは、使用中の井戸のケーシング・遮水

の不備(c)により、汚染されている浅層地

下水と取水している深層地下水が水理的

に連続し、揚水とともに汚染地下水を吸 

図４ 汚染経路の模式

（田口 43)を参考に筆者作成）

引することになる。また、多層取水（と

くに汚染している浅層地下水と深層地下

水を取水するために複数のスクリーンを

設置）している休止井戸あるいは廃棄井

戸が輸送経路となる場合(d)があり、ケー

シング・遮水が不備な場合はその効果は

さらに顕著になると想定される。筆者の

経験からすると、同じ地域でも民家の深
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井戸での汚染は、公共の水源井に比べて

多く、施工の不備が推察される場合があ

る。(c)の場合、揚水しているので、汚染

のメカニズムは当該井戸近傍で閉じてい

る可能性が高く、周辺への拡散は大きく

ない可能性が高い。 

休止井・廃止井の場合は、現在の取水・

揚水井との関係で、密度、揚水量、水位

低下量などにより、影響範囲、拡散範囲

が決まるものと考えられる。この問題は

窒素だけでなく他の物質にも同様である

ので、今後の検討が必要である。 

汚染機構の解明そして予測にシミュレ

ーションがよく使われるが、深層地下水

の汚染をどのように評価するかは課題で

ある。シミュレーションで汚染状況を再

現しようとすると、上記の状況をどのよ

うに考えるかにより、結果は左右される

ことになるが、現実では井戸の影響を考

慮したシミュレーションはなされていな

いので、負荷源、負荷量の逆推定は難し

いこととなる。むしろ浅層地下水の汚染

状況（濃度、負荷源など）に整合させ、

深層地下水については、汚染の範囲、散

在性などから検討すればよいと考えられ

る。   

７．おわりに 

窒素ガスが人工的に固定できるように

なって、まだ 100 年しか経っていないが、

「反応性の高い窒素」の急激な増加、と

くにこの 50 年間の増加は、地球上の窒素

の循環を大きく変化させた。食料の増産

など多大な恩恵をもたらしたが、一方で、

多様で深刻な環境問題が生起しており、

硝酸性窒素による地下水汚染はその一断

面であるに過ぎない。 

恐らく、環境中を循環する「反応性の

高い窒素」は地球規模では今後も増加し、

一部は蓄積して行くと予測されるので、

長期的な視点に立った国際的な協働が求

められることになるであろう。 

日本国内では、窒素の投入量が減少傾

向にあるとは言え、使用や排出には地域

的な偏りがあり、一部の地域では今後も

環境の悪化、汚染の発生あるいは継続を

防止できない懸念がある。 

地下水汚染に関してはこれまでの経験、

対策により改善の可能性は十分ある。す

なわち、環境基準を超過する事例を減少

させていくことはできる。しかし、地下

水汚染を含めた環境中の窒素問題を根本

的に解決するためには、一歩高い視点か

らの政策、対策が求められる 44)。 
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